
業 務 仕 様 書 

１．業務名 

　琴似中央小学校ほか３校照明器具ＰＣＢ含有調査業務 

 

２．業務の目的 

　琴似中央小学校ほか３校に設置されている照明器具の安定器について、ＰＣＢ（ポ

リ塩化ビフェニル）を含有しているか否かを明確に調査・特定することを目的とす

る。 

 

３．対象施設（履行場所） 

⑴　琴似中央小学校（札幌市西区八軒7条東1丁目） 

⑵　旧定山渓小学校（札幌市南区定山渓温泉東4丁目） 

⑶　藤の沢小学校　（札幌市南区石山528番地） 

⑷　藻岩南小学校　（札幌市南区川沿18条1丁目１） 

 

４．履行期間および作業時間 

⑴　履行期間：契約締結日から令和８(2026)年３月31日まで 

⑵　作業時間： 

ア　学校の教育活動に支障をきたさないよう、授業時間外（平日夕方、土日、長期

休暇期間など）に実施すること。 

イ　作業日程および時間帯は、施設管理者と事前に調整・協議し、決定すること。 

 

５．業務内容（調査の詳細） 

⑴　調査対象 

　別紙１「調査対象施設一覧」の調査対象範囲（外壁含む）に設置されているすべ

ての照明器具とする。 

 

⑵　調査の流れと探索方法 

ア　探索と器具種別の確認 

① 白熱灯を除く、調査範囲内すべての照明器具を探索し、蛍光灯器具（ＦＬ器

具）・水銀灯であるか否かを確認する。 

② ＨＦ器具またはＬＥＤ器具と判別できない照明器具は、すべてＰＣＢ調査対

象とする。 

③ 部屋内に照明器具が設置されていない場合でも、探索を実施したことを学校

調査図に記録すること。 

イ　ＰＣＢ含有可能性の特定 

① ＦＬ器具または水銀灯である場合は安定器を調査し、ＰＣＢ含有の可能性が

ある機器を特定する。 

② ＨＦ器具またはＬＥＤ器具である場合は、ＰＣＢ不含と判断する。 

③ ＰＣＢ非含有が確認できた場合は、その根拠を報告書に明記すること（例：

外観、表示、製造年、力率等による判定）。 



ウ　安定器の分解・調査 

① ＰＣＢ非含有と判別できない器具については、安定器本体やコンデンサーの

仕様が確認できる状態となるまで器具を分解すること。 

② 分解・組立を行う回路は、作業前後に絶縁抵抗値を測定し、値が悪化してい

た場合は回復作業を行うこと。 

エ　データ収集 

① ＰＣＢ含有の有無が不明な場合は、製造者に照会し、不含証明を取得するこ

と。 

オ　器具の復旧と記録 

① ＰＣＢの含有・非含有にかかわらず、分解後は元の状態に復旧すること。 

② 復旧困難または液漏れを発見した場合は、直ちに業務担当者に報告し、その

後の対応は担当者の指示に従う。なお、緊急を要する場合は、受託者の責任

において応急処置を講じるものとし、その費用負担については別途協議す

る。 

カ　同一器具の取り扱い 

① 設置室、型番、外観等から同一年度に設置された同器具と判断できる場合

は、該当の器具のうち１個について安定器の調査を行うことで省略を認め

る。 

② 省略した器具については、調査を行った器具と同一とみなした旨を報告書に

明記すること。 

 

⑶　ＰＣＢ含有の判明時および作業上の特記事項 

ア　ＰＣＢ含有が明確となった場合、当該安定器および照明器具に、外見で容易に

判別できるようシール等を貼付し、併せて市の業務担当者にＥメールで通知する

こと。 

イ　ＰＣＢ特別措置法に基づき、ＰＣＢ含有器具または含有不明器具については、

いかなる理由があっても校舎外への持ち出しを禁止し、市の管理責任下で厳重に

保管すること。 

ウ　機器の劣化等により再取付けができなかった場合や、落下等の危険性が確認さ

れた場合は、学校職員に伝達するとともに、市の業務担当者に報告すること。 

エ　器具の分解・組立を行った際、老朽化により破損した場合や、絶縁抵抗が改善

されなかった場合は、市の業務担当者に報告すること。 

 

６．報告書の作成と提出 

⑴　報告書作成時の留意点 

ア　学校調査図の作成：様式２を参考に、調査結果一覧表および各照明器具のシン

ボルを記載した学校調査図を作成すること。 

イ　器具の製造年：製造年が判明している場合は、その年式を調査結果一覧表に記

載すること。 

ウ　詳細記載事項：以下のいずれかに該当する場合は、調査結果一覧表に詳細を記

載すること。 



① 製造年からＰＣＢ含有の有無が判断できないもの。 

② 調査が不可能であったもの。 

③ ＰＣＢの含有が確認されたもの。 

 

⑵　提出書類および提出期限 

書類名 提出期限 添付資料（主なもの） 

業務着手届 契約後ただちに ｰ 

業務計画書 契約後14日以内 作業計画、業務工程表、作業責
任者および作業者名簿、連絡体
制表 

業務完了届 業務完了後、速やかに ｰ 

調査結果報告書 業務完了後、速やかに 調査結果一覧表、学校調査図、
ＰＣＢ含有証明書（取得した場
合）、調査写真 

 

７．業務遂行方法および注意事項 

⑴　業務の開始時および終了時には、必ず施設管理者に連絡すること。 

⑵　調査にあたっては、学校関係者の安全に十分配慮すること。 

⑶　貸与される図面（配置図、平面図等）に基づき、調査範囲を明確に把握するこ

と。疑義が生じた場合は、業務担当者と協議・調整すること。 

⑷　調査により施設内の備品や設備を破損した場合は、速やかに施設管理者および業

務担当者に報告し、原状回復の責任を負うものとする。なお、その費用は受託者の

負担とする。（ただし、老朽化等、受託者の責によらない破損の場合は、その限り

ではない） 

⑸　本調査業務に必要な機械、工具およびウェス等の消耗品は、すべて受託者の負担

とすること。 

⑹　養生、片付け、清掃には十分に留意し、作業後は必ず施錠を確認すること。 

⑺　本業務に関して疑義が生じた場合は、市の業務担当者と協議し、遺漏のないよう

対応すること。 

 

８．担当部署 

　札幌市教育委員会総務部学校施設課　（担当：千葉） 

　住　所：札幌市中央区北２条西２丁目　STV北２条ビル 

　電　話：011-211-3832 

　メール：chiba.yuta@city.sapporo.jp 

 

９．参考資料 

⑴　各校照明器具リスト 

⑵　（参考）調査結果報告書 

⑶　各校配置図 
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